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新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザへの対応について 

 
立正大学社会福祉学部 

 
 立正大学社会福祉学部におけるソーシャルワーク実習・精神保健福祉援助実習に関わり、新型コロ

ナウイルス感染症および季節性インフルエンザへの対応について、下記の通りお知らせいたします。 
 
１．感染予防及び感染拡大予防について 
 学生は、実習 1 週間前より不要不急の外出はさけ、手洗い（石鹸を用いた手洗いもしくはアルコー

ル消毒）、うがい等の感染予防対策を心掛けることといたします。通常の生活におけるマスクの着用は

任意としますが、実習前・実習中の着用については、受入施設の方針に従います。 
 なお、新型コロナウイルスおよび季節性インフルエンザのワクチン接種については、文部科学省・

厚生労働省関係部局事務連絡に鑑み、実習を履修するための要件とはしておりません。本学としては

「各自で適切に判断して対応すること」と通知しておりますので、ご理解いただきたく、お願い申し

上げます。 
 
２．実習前・実習期間中の対応について 
 学生は、実習開始の１週間前から不要不急の外出（アルバイト、旅行、複数での飲食機会など）は

避け、「体調チェックシート」の項目に従って、体調の自己管理を行うこととなっています。また実習

期間中（事前訪問を含む）も、休日も含めて毎朝「体調チェックシート」を記入して健康チェックを

行います。発熱または咳、咽頭痛などの風邪の症状がみられる場合や体調不良時は実習施設へは訪問

せず、実習指導者と大学担当教員へ連絡のうえ、自宅で休養することを基本といたします。 

 
３．感染が確認された場合、感染が疑われる場合 
 学生が新型コロナウイルスや季節性インフルエンザへの感染、もしくは感染の疑いがある場合には、

速やかに本学の実習担当教員・実習指導室または本人より、実習指導者にご報告いたします。 
 貴施設・機関関係者（利用者、職員等）がウイルス検査で陽性の確定診断が確認された場合等には、

施設内対応が落ち着かれた後、本学担当教員あるいは実習指導室宛てにご一報いただきますようお願

いいたします。 
 
４．実習中止等の判断について 

次の場合には、実習中止等の判断を行います。 
①履修学生が発症し、ウイルス検査等で陽性の確定診断がでたとき。 
②実習施設の関係者（利用者、職員等）が発症し、ウイルス検査等で陽性の確定診断がなされ、実習

施設において実習中止等が必要と判断した時。 



③その他、新型コロナウイルスや季節性インフルエンザをめぐる大学および実習施設等の状況をふま

え、実習や実習関連行事を中止することが適当と本学が判断したとき。 
 
５．配属された実習機関で実習中止等の判断が行われた場合について 

配属された実習機関で実習中止等の判断に至った場合には、実習期間や実習機関の変更などについ

て、調整させていただきます。それでもなお配属実習が困難な場合には、実習に求められる要件を充

分に踏まえた代替措置のプログラム（オンデマンド教材、対面授業等）による法定要件を満たす学内

実習を実施いたします。 
実習機関の変更が生じた場合の実習費は、予定していた実習機関の日数分ではなく、実施した実習

日数分の金額をお支払いすることといたしますので、ご了承ください。 
 
 
関連通知 
・ 令和 4 年 4 月 14 日・令和 5 年 4 月 25 日 文科省・厚労省関係部局事務連絡「新型コロナウイル

ス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知

事項について」 
・ 令和 3 年 6 月 10 日 厚労省関係部局事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う 医療関

係職種等の養成所等の実習施設への周知事項等について（周知）」 
・ 令和 2 年 2 月 28 日・令和 2 年 6 月 1 日・令和 3 年 5 月 14 日 文科省・厚労省関係部局事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対

応について」 


